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１．はじめに 

池田町における女性織員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以

下「法」という。）第 15 条に基づき、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力

ある社会を実現することを目的として、池田町長、池田町議会議長、池田町選挙管理委員

会、池田町代表監査委員、池田町公平委員会、池田町農業委員会、池田町教育委員会が策

定する特定事業主行動計画である。 

 

２．計画期間 

本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間とする。 

 

３．女性職員活躍の推進に向けた体制整備等 

本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、

本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行う。 

 

４．具体的な取組内容 

（１）女性職員の積極的採用 

  平成２６年度における採用者は、総数６人のうち、男性４人、女性２人で、採用者全

体に占める女性の割合は３３．３％である。さらに多くの女性が活躍できるよう、平成

３２年度まで、この割合を維持することを目標とし、採用試験においても女性職員の採

用について配慮する。 

 

（２）男性職員の育児参加のための特別休暇の取得奨励 

  女性の活躍を推進するだけでなく、男女が共に職業生活と家庭生活を円滑かつ継続的



に両立させるためには、男性の家事・育児等への参加も推進する必要がある。 

  本町では職員の配偶者が出産した場合に取得できる特別休暇として、配偶者出産の休

暇（配偶者の出産に伴う最大３日の休暇）及び育児参加の休暇（配偶者の出産予定日８

週間前の日から出産日の８週間後の日までの間、又は小学校就学の始期に達するまでの

子の養育期間で、最大５日の休暇）、育児の休暇（生後１年未満の子を育てる場合に１日

２回各６０分の休暇）の３種の制度がある。平成２６年度において、配偶者が出産した

男性職員は３名おり、配偶者出産の休暇については取得率が１００％だったが、育児参

加の休暇及び育児の休暇は取得率が０％のため、平成３２年度までに、配偶者出産の休

暇取得率は１００％を維持すると共に、育児参加の休暇及び育児の休暇の取得率を５

０％まで引き上げることを目標とする。配偶者が出産した職員に対しては、制度の周知

と共に休暇の取得を奨励する。 

 


